
設備を用いた
情報提供

運行情報表示装置等を使用して、障害のある方に対し、運
行情報等を文字
及び音声により提供できるよう、設備の点検を実施する。

計画の通り実施済み

職員等の操作
等が必要な設
備を用いた役
務の提供

スロープ板等による必要な役務の提供を行えるよう、職員
への教育を随時実施する。

計画の通り実施済み

対象となる鉄
道駅

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

都営線６駅 エレベーター整備（令和４～６年度合計）
整備に向けた設計を
実施

　　①　鉄道駅を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和５年度）

　　 住　　所　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号
　　　　　　　 
　 　事業者名　東京都交通局
　　 代表者名（役職名及び氏名）局長　久我　英男　　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

三田線・新宿
線
の駅計７か所

トイレの改修（令和４～６年度合計） 整備に向けた設計を
実施

浅草線全駅 ホームドア整備（令和５年度まで） 都営地下鉄全駅で整
備完了

三田線三田駅

三田線全駅※
当局管理駅

ホームと車両の段差・隙間の縮小
　・三田線三田駅への可動ステップ追加設置完了（令和５
年度）
　・三田線での対策完了（令和６年度）

（可動ステップ）
設置に向けた準備を
実施
（三田線での対策）
計画達成に向け準備
工事等を実施

三田線、新宿
線、大江戸線

地下鉄車両の更新
三田線４編成、新宿線４編成、大江戸線９編成更新（令和
４～６年度合計）

大江戸線６編成更新

日暮里・舎人ライナーの車両更新
12 編成更新（令和４～６年度合計）

４編成更新

職員等が求め
に応じて提供
する設備の役
務の提供

聴覚障害者からの求めに対して、筆談具を用いて応じられ
るよう、職員へ
の教育を随時実施する。

計画の通り実施済み

　　②　鉄道駅を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準
　　　を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況



　

　

「サービス介
助士」資格の

取得促進

駅係員、乗務員等の「サービス介助士」資格取得を
支援する。

駅係員31名、乗務員
６名が取得

　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

接遇研修の実施
駅係員等を対象として、高齢者や障害のあるお客様への接

遇に関する研修を実施する。
計画の通り実施済み

車内液晶モニ
ターの設置

三田線４編成、新宿線４編成、大江戸線８編成設置
（令和４～６年度合計）

大江戸線６編成設置

全ての駅係員のほか、乗務員の「サービス介助士」の資格
取得を進める。

駅係員31名、乗務員
６名が取得

　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

ホームドア整
備等の警備員
配置

各線のホームドア設置・更新工事の際には、プラットホー
ムに警備員を配置する。

計画の通り実施済み

「サービス介
助士」資格取
得

対　策 現行計画の内容 前年度の実施状況

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

ホームドア未
整備駅への警
備員配置

視覚障害者の転落防止等のため、ホームドア未設置の浅草
線の駅に、早朝から深夜まで警備員を配置する。

計画の通り実施済み



　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

　（３）報告書の公表方法

　（４）その他

車内放送等で
の呼び掛け

車内放送等で、優先席の適正な利用に関する呼び掛けを
随時実施する。

計画の通り実施済み

・都営交通モニター調査により、施設、車両、接遇等に対する意見聴取を実施した。
・ホームページや電話で寄せられる利用者の意見を局内で共有するとともに、取組の改善に活用
した。

当局ホームページに掲載
URL: https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/about/safety/initiatives_for_facilitation.html

特になし

対　策 現行計画の内容 前年度の実施状況
案内サインの

掲示
エレベーター、優先席等において、高齢者、障害のあるお

客様等の優先利用に関する案内サインを掲示する。
計画の通り実施済み

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての鉄道駅の利用者に対する広報活動及び啓発活動



第2号様式（日本工業規格A列4番）
移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和５年度）

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号　
東京都交通局

（役職名及び氏名） 局長　久我　英男

Ⅰ．鉄道駅の移動等円滑化の達成状況（鉄道駅ごとに記入）
（令和６年3月31日現在）

鉄道事業
者名

共

用

駅

プ
ラ ッ
ト
ホ ー
ムの
数

段差
が解
消 さ
れて
い る
プ
ラ ッ
ト
ホ ー
ムの
数

都 道府
県

23区・郡
・市

町・村
・区

東京都交通局 西馬込 駅 浅草 線 東京都 大田区 42,045 人 ○ 2 2 3 (3) 基 6 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 馬込 駅 浅草 線 東京都 大田区 25,129 人 ○ 1 1 2 (2) 基 1 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 中延 駅 浅草 線 東京都 品川区 26,456 人 ○ 1 1 2 (2) 基 1 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 戸越 駅 浅草 線 東京都 品川区 20,035 人 ○ 1 1 2 (2) 基 1 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 五反田 駅 浅草 線 東京都 品川区 56,569 人 ○ 1 1 2 (2) 基 4 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ × 0 ○

東京都交通局 高輪台 駅 浅草 線 東京都 港区 13,185 人 ○ 1 1 1 (1) 基 4 0 基 1 基 箇所 ○ ○ ○ × 0 ○

東京都交通局○ 泉岳寺 駅 浅草、京浜急行
電鉄本

線 東京都 港区 195,118 人 ○ 2 2 1 (1) 基 2 0 基 3 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 三田 駅 浅草、三田 線 東京都 港区 99,494 人 ○ 3 3 3 (3) 基 21 (3) 基 基 1 (1) 箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

東京都交通局 大門 駅 浅草、大江戸 線 東京都 港区 95,470 人 ○ 3 3 5 (5) 基 29 (2) 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 新橋 駅 浅草 線 東京都 港区 83,515 人 ○ 2 2 2 (2) 基 6 (1) 基 基 2 (2) 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 東銀座 駅 浅草 線 東京都 中央区 79,058 人 ○ 2 2 1 (1) 基 0 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 宝町 駅 浅草 線 東京都 中央区 28,494 人 ○ 2 2 2 (2) 基 5 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 日本橋 駅 浅草 線 東京都 中央区 87,756 人 ○ 2 2 1 (1) 基 4 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 人形町 駅 浅草 線 東京都 中央区 51,427 人 ○ 1 1 3 (3) 基 1 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 東日本橋 駅 浅草 線 東京都 中央区 75,870 人 2 2 1 (1) 基 2 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 浅草橋 駅 浅草 線 東京都 台東区 57,015 人 ○ 1 1 2 (2) 基 5 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 蔵前 駅 浅草 線 東京都 台東区 39,247 人 ○ 2 2 2 (2) 基 2 0 基 基 2 (2) 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 浅草 駅 浅草 線 東京都 台東区 56,120 人 ○ 2 2 3 (3) 基 1 0 基 基 5 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 本所吾妻
橋

駅 浅草 線 東京都 墨田区 20,350 人 ○ 2 2 2 (2) 基 0 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 芝公園 駅 三田 線 東京都 港区 26,633 人 ○ 2 2 3 (3) 基 5 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 御成門 駅 三田 線 東京都 港区 40,727 人 ○ 1 1 2 (2) 基 8 0 基 基 1 (1) 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 内幸町 駅 三田 線 東京都
千代田
区

35,015 人 ○ 1 1 2 (2) 基 10 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 日比谷 駅 三田 線 東京都
千代田
区

80,027 人 ○ 1 1 1 (1) 基 4 0 基 基 2 (2) 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 大手町 駅 三田 線 東京都
千代田
区

100,353 人 ○ 1 1 1 (2) 基 5 0 基 基 4 (2) 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 神保町 駅 三田、新宿 線 東京都
千代田
区

130,940 人 ○ 3 3 6 (6) 基 12 0 基 基 2 (1) 箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

東京都交通局 水道橋 駅 三田 線 東京都 文京区 44,674 人 ○ 1 1 2 (2) 基 3 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 春日 駅 三田、大江戸 線 東京都 文京区 67,327 人 ○ 3 3 5 (5) 基 20 (5) 基 基 8 (4) 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 白山 駅 三田 線 東京都 文京区 45,428 人 ○ 2 2 3 (3) 基 5 0 基 基 3 箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

東京都交通局 千石 駅 三田 線 東京都 文京区 30,408 人 ○ 1 1 2 (2) 基 1 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 巣鴨 駅 三田 線 東京都 豊島区 85,434 人 ○ 1 1 2 (2) 基 9 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 西巣鴨 駅 三田 線 東京都 豊島区 28,375 人 ○ 1 1 2 (2) 基 3 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 新板橋 駅 三田 線 東京都 板橋区 28,249 人 ○ 1 1 2 (2) 基 2 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 板橋区役
所前

駅 三田 線 東京都 板橋区 33,494 人 ○ 2 2 3 (3) 基 1 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

東京都交通局 板橋本町 駅 三田 線 東京都 板橋区 35,317 人 ○ 2 2 2 (2) 基 3 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 本蓮沼 駅 三田 線 東京都 板橋区 23,943 人 ○ 2 2 2 (2) 基 0 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 志村坂上 駅 三田 線 東京都 板橋区 28,843 人 ○ 2 2 3 (3) 基 4 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 志村三丁
目

駅 三田 線 東京都 板橋区 29,443 人 ○ 2 2 2 (2) 基 1 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ × 2 ○

東京都交通局 蓮根 駅 三田 線 東京都 板橋区 18,624 人 ○ 1 1 1 (1) 基 1 0 基 基 2 (2) 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 西台 駅 三田 線 東京都 板橋区 24,284 人 ○ 2 2 2 (2) 基 1 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

東京都交通局 高島平 駅 三田 線 東京都 板橋区 26,750 人 ○ 2 2 2 (2) 基 1 0 基 基 5 (2) 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 新高島平 駅 三田 線 東京都 板橋区 9,044 人 ○ 2 2 2 (2) 基 2 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ × 2 ○

東京都交通局 西高島平 駅 三田 線 東京都 板橋区 12,229 人 ○ 2 2 2 (2) 基 2 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

東京都交通局 新宿三丁
目

駅 新宿 線 東京都 新宿区 68,174 人 ○ 1 1 2 (2) 基 12 (1) 基 基 3 (2) 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 曙橋 駅 新宿 線 東京都 新宿区 35,291 人 ○ 2 2 3 (3) 基 8 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ × 2 ○

東京都交通局 市ヶ谷 駅 新宿 線 東京都
千代田
区

85,603 人 ○ 2 2 3 (3) 基 9 0 基 1 基 4 箇所 ○ ○ ○ × 2 ○

東京都交通局△ 九段下 駅 新宿 線 東京都
千代田
区

104,820 人 ○ 2 2 4 (4) 基 13 0 基 基 2 (2) 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 小川町 駅 新宿 線 東京都
千代田
区

69,171 人 ○ 1 1 3 (3) 基 8 (1) 基 基 5 (5) 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 岩本町 駅 新宿 線 東京都
千代田
区

49,899 人 ○ 2 2 3 (3) 基 12 0 基 基 1 (1) 箇所 ○ ○ ○ × 2 ○

鉄 道 駅 の
名 称

路 線 名 所在都道府
県市町村

一日当たり
の利用者数

有 人 駅 、
無人駅の

別

住 所
事 業 者 名
代 表 者 名

障害者対
応型便所
の設置の
有 無

公共交通
移動等円
滑化基準
省令適合
の 有 無

段差への
対 応

エ レ ベ ー
タ ー の 設 置
基 数

エ ス カ レ ー
タ ー の 設 置
基 数

その 他の
昇降機の
設置基数

傾 斜 路 の
設 置 箇 所

数

視覚障害
者誘導用
ブ ロ ッ ク
の設置の
有 無

案内設備
の設置の
有 無

障害者対
応型改札
口の設置
の 有 無

障害者対
応型券売
機の設置
の 有 無

車いす使
用者の円
滑な乗降
が可能なプ
ラットホー
ムの数

転 落防
止

の た め
の

設 備の
設

置 の有
無



第2号様式（日本工業規格A列4番）
移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和５年度）

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号　
東京都交通局

（役職名及び氏名） 局長　久我　英男

Ⅰ．鉄道駅の移動等円滑化の達成状況（鉄道駅ごとに記入）
（令和６年3月31日現在）

鉄道事業
者名

共

用

駅

プ
ラ ッ
ト
ホ ー
ムの
数

段差
が解
消 さ
れて
い る
プ
ラ ッ
ト
ホ ー
ムの
数

鉄 道 駅 の
名 称

路 線 名 所在都道府
県市町村

一日当たり
の利用者数

有 人 駅 、
無人駅の

別

住 所
事 業 者 名
代 表 者 名

障害者対
応型便所
の設置の
有 無

公共交通
移動等円
滑化基準
省令適合
の 有 無

段差への
対 応

エ レ ベ ー
タ ー の 設 置
基 数

エ ス カ レ ー
タ ー の 設 置
基 数

その 他の
昇降機の
設置基数

傾 斜 路 の
設 置 箇 所

数

視覚障害
者誘導用
ブ ロ ッ ク
の設置の
有 無

案内設備
の設置の
有 無

障害者対
応型改札
口の設置
の 有 無

障害者対
応型券売
機の設置
の 有 無

車いす使
用者の円
滑な乗降
が可能なプ
ラットホー
ムの数

転 落防
止

の た め
の

設 備の
設

置 の有
無

東京都交通局 馬喰横山 駅 新宿 線 東京都 中央区 106,131 人 2 2 3 (3) 基 17 0 基 基 3 箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

東京都交通局 浜町 駅 新宿 線 東京都 中央区 20,676 人 ○ 1 1 2 (2) 基 4 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 森下 駅 新宿、大江戸 線 東京都 江東区 70,246 人 ○ 2 2 4 (4) 基 13 0 基 基 5 (2) 箇所 ○ ○ ○ × 2 ○

東京都交通局 菊川 駅 新宿 線 東京都 墨田区 23,140 人 ○ 1 1 2 (2) 基 5 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 住吉 駅 新宿 線 東京都 江東区 39,815 人 ○ 2 2 0 0 基 1 0 基 基 2 (2) 箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

東京都交通局 西大島 駅 新宿 線 東京都 江東区 26,736 人 ○ 1 1 2 (2) 基 6 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 大島 駅 新宿 線 東京都 江東区 30,671 人 ○ 2 2 3 (3) 基 7 0 基 基 3 (2) 箇所 ○ ○ ○ × 2 ○

東京都交通局 東大島 駅 新宿 線 東京都 江東区 29,477 人 ○ 2 2 5 (5) 基 4 0 基 基 9 (5) 箇所 ○ ○ ○ × 2 ○

東京都交通局 船堀 駅 新宿 線 東京都
江戸川
区

56,792 人 ○ 2 2 2 (2) 基 2 0 基 基 3 (1) 箇所 ○ ○ ○ × 2 ○

東京都交通局 一之江 駅 新宿 線 東京都
江戸川
区

41,531 人 ○ 1 1 3 (3) 基 6 0 基 基 6 (3) 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 瑞江 駅 新宿 線 東京都
江戸川
区

52,849 人 ○ 1 1 1 (1) 基 4 0 基 基 3 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 篠崎 駅 新宿 線 東京都
江戸川
区

38,263 人 ○ 1 1 2 (2) 基 3 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 本八幡 駅 新宿 線 千葉県 市川市 69,549 人 ○ 1 1 1 (1) 基 11 0 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 新宿西口 駅 大江戸 線 東京都 新宿区 51,581 人 ○ 1 1 3 (3) 基 18 (1) 基 基 4 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 東新宿 駅 大江戸 線 東京都 新宿区 35,979 人 ○ 1 1 2 (2) 基 6 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 若松河田 駅 大江戸 線 東京都 新宿区 27,802 人 ○ 1 1 2 (2) 基 6 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 牛込柳町 駅 大江戸 線 東京都 新宿区 19,728 人 ○ 1 1 2 (2) 基 5 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 牛込神楽
坂

駅 大江戸 線 東京都 新宿区 13,232 人 ○ 1 1 3 (3) 基 8 0 基 基 3 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 飯田橋 駅 大江戸 線 東京都 文京区 27,039 人 ○ 1 1 2 (2) 基 14 (2) 基 基 5 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 本郷三丁
目

駅 大江戸 線 東京都 文京区 20,607 人 ○ 1 1 3 (3) 基 10 0 基 基 4 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 上野御徒
町

駅 大江戸 線 東京都 台東区 52,906 人 ○ 1 1 2 (2) 基 10 (4) 基 基 6 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 新御徒町 駅 大江戸 線 東京都 台東区 54,204 人 ○ 1 1 3 (3) 基 8 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 蔵前 駅 大江戸 線 東京都 台東区 34,226 人 ○ 1 1 2 (2) 基 8 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 両国 駅 大江戸 線 東京都 墨田区 32,005 人 ○ 1 1 3 (3) 基 10 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 清澄白河 駅 大江戸 線 東京都 江東区 38,213 人 ○ 2 2 3 (3) 基 6 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

東京都交通局 門前仲町 駅 大江戸 線 東京都 江東区 75,746 人 ○ 1 1 2 (2) 基 8 (1) 基 2 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 月島 駅 大江戸 線 東京都 中央区 65,675 人 ○ 1 1 2 (2) 基 5 0 基 基 3 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 勝どき 駅 大江戸 線 東京都 中央区 81,077 人 ○ 2 2 3 (3) 基 17 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 築地市場 駅 大江戸 線 東京都 中央区 23,148 人 ○ 1 1 2 (2) 基 7 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 汐留 駅 大江戸 線 東京都 港区 34,991 人 ○ 1 1 3 (3) 基 5 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 赤羽橋 駅 大江戸 線 東京都 港区 34,237 人 ○ 1 1 2 (2) 基 8 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 麻布十番 駅 大江戸 線 東京都 港区 30,698 人 ○ 1 1 2 (2) 基 14 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 六本木 駅 大江戸 線 東京都 港区 79,608 人 2 2 0 基 24 0 基 基 6 箇所 ○ ○ ○ ○ 0 ○

東京都交通局 青山一丁
目

駅 大江戸 線 東京都 港区 64,794 人 ○ 1 1 5 (5) 基 13 (1) 基 基 4 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 国立競技
場

駅 大江戸 線 東京都 新宿区 12,767 人 ○ ○ 1 1 4 (4) 基 21 0 基 基 4 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 代々木 駅 大江戸 線 東京都 渋谷区 30,760 人 ○ 1 1 2 (2) 基 10 0 基 基 3 箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

東京都交通局 新宿 駅 大江戸 線 東京都 新宿区 122,382 人 1 2 (1) 基 16 0 基 基 3 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 都庁前 駅 大江戸 線 東京都 新宿区 46,002 人 ○ 2 2 3 (3) 基 16 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ × 2 ○

東京都交通局 西新宿五
丁目

駅 大江戸 線 東京都 新宿区 31,076 人 1 2 0 基 7 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 中野坂上 駅 大江戸 線 東京都 中野区 38,114 人 ○ 1 1 2 (2) 基 12 0 基 1 基 3 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 東中野 駅 大江戸 線 東京都 中野区 24,189 人 ○ 1 1 2 (2) 基 10 0 基 基 3 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 中井 駅 大江戸 線 東京都 新宿区 23,955 人 ○ 1 1 2 (2) 基 8 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 落合南長
崎

駅 大江戸 線 東京都 新宿区 25,931 人 ○ 1 1 2 (2) 基 5 0 基 基 3 (1) 箇所 ○ ○ ○ × 0 ○

東京都交通局 新江古田 駅 大江戸 線 東京都 中野区 27,685 人 1 2 (1) 基 5 0 基 基 1 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 練馬 駅 大江戸 線 東京都 練馬区 74,420 人 ○ 1 1 2 (2) 基 6 0 基 基 3 (1) 箇所 ○ ○ ○ × 0 ○

東京都交通局 豊島園 駅 大江戸 線 東京都 練馬区 13,526 人 ○ 1 1 2 (2) 基 8 0 基 基 2 箇所 ○ ○ ○ ○ × 0 ○

東京都交通局 練馬春日
町

駅 大江戸 線 東京都 練馬区 21,703 人 1 2 0 基 8 0 基 基 3 箇所 ○ ○ ○ × 1 ○

東京都交通局 光が丘 駅 大江戸 線 東京都 練馬区 54,950 人 ○ ○ 1 1 1 (1) 基 4 0 基 基 4 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

（合計） 96 96 駅 96 96 駅 5 駅 78 22 駅
96 駅 0 駅 2 駅 89 駅 139 133 225 (218) 基 689 (22) 基 8 基 204 (46) 箇所 3 駅 96 駅 96 駅 96 駅 69 駅 96 駅 96 駅



〇

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の鉄道駅を設置又は管理してい
　　　る。

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の鉄道駅を設置又は
　　　管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
　　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

　 　事業者名　東京都交通局
　　 代表者名（役職名及び氏名）局長　久我　英男　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

　　　　　　　 

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和５年度）

　　 住　　所　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号



（第２号様式）

　15. 障害者対応型券売機の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に券売機が設置されていない場合は―印を、券売機が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型券売機（公共交通移動等円滑化基準省令第17条の基準に適合するものをいう。以下同じ
　　。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型券売機が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○
　　印の合計数を記入すること。

　16. 車椅子使用者の円滑な乗降が可能なプラットホームの数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第20条第１項第１
　　号から第３号までの基準に適合しているプラットホームの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　17．転落防止のための設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第20条第１項第６号から第８号までの
　　基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　18．Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。　

  19．「中小企業者」とは、資本金の額が３億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。

　20．「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

注１．複数の路線が乗り入れる鉄道駅は１鉄道駅として計上し、路線名の欄に当該複数の路線名を記入すること。

　２．有人駅、無人駅の別の欄には、当該鉄道駅が無人駅である場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入
　　すること。

　14．障害者対応型改札口の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に改札口が設置されていない場合は―印を、改札口が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型改札口（公共交通移動等円滑化基準省令第19条の基準に適合するものをいう。以下同じ
　　。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型改札口が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○
　　印の合計数を記入すること。

　３．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該鉄道駅が公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適
　　合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　４．段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条及び第18条の２の基準に適合している場合に○印を記
　　入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　５．プラットホームの数の欄には、当該鉄道駅に設置されているプラットホームの総数を記入し、（合計）には、その合
　　計数を記入すること。

　６．段差が解消されているプラットホームの数の欄には、鉄道駅の出入口とそれぞれのプラットホームとの間の経路の段
　　差が解消されているプラットホームの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　７．エレベーターの設置基数の欄には、当該鉄道駅に設置されたエレベーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、公共
　　交通移動等円滑化基準省令第４条第７項の基準に適合するエレベーターの設置基数を記入し、（合計）には、それぞれ
　　の合計数を記入すること。

　８．エスカレーターの設置基数の欄には、当該鉄道駅に設置されたエスカレーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、
　　公共交通移動等円滑化基準省令第４条第９項の基準に適合するエスカレーターの設置基数を記入し、（合計）には、そ
　　れぞれの合計数を記入すること。

　９．その他の昇降機の設置基数の欄には、エレベーター及びエスカレーター以外の昇降機の設置基数を記入し、（合計）
　　には、その合計数を記入すること。

　10．傾斜路の設置箇所数の欄には、当該鉄道駅に設置された傾斜路の総数を記入し、同欄の括弧内には、公共交通移動等
　　円滑化基準省令第４条第６項及び第６条の基準に適合する傾斜路の数を記入し、（合計）には、それぞれの合計数を記
　　入すること。

　11．視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合
　　に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　12．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　13．障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に便所が設置されていない場合は―印を、便所が設置されてお
　　り、かつ、障害者対応型便所（公共交通移動等円滑化基準省令第13条第２項の基準に適合するものをいう。第10号、第
　　12号、第22号及び第24号様式を除き以下同じ。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されてい
　　る場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。


